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○
都
民
の
健
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と
安
全
を
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保
す
る
環
境
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す
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す
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す
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健
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指
定
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
�

規

則
（
公
）

○
東
京
都
薬
物
の
濫
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正
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一
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の
二
の
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行
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医
師
の
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定
…
…
…
…
…
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○
銃
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刀
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等
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締
法
第
四
条
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三
第
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項
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び
第

十
二
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の
三
の
診
断
を
行
う
医
師
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
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○
土
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業
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…
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市
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局
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店
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立
地
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意
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概
要
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
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業
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働
局
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工
部
地
域
産
業
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興
課
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○
争
議
行
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告
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
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用
就
業
部
労
働
環
境
課
）…
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規

則

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

◉
東
京
都
規
則
第
百
七
十
号

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三

十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
九
十
四
号

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定

す
る
。平

成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

図
書
類

指
定
番
号

種
類

名
称
、
号
刊
、
共
通
雑
誌

コ
ー
ド
及
び
発
行
所
等

指
定
理
由

四
一
八
一

雑
誌

Ｉ
Ｚ
Ｕ
Ｍ
Ｉ

Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｉ

Ｃ
Ｓ

９
３

人
妻
艶
熟
も
の
が
た
り

五
三
〇
〇
五－

九
三

株
式
会
社
一
水
社

著
し
く
性
的
感

情
を
刺
激
し
、

青
少
年
の
健
全

な
成
長
を
阻
害

す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
九
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
日
野
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日
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東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

施
行
者
の
名
称

日
野
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

日
野
都
市
計
画
公
園
事
業
第
五
・
四
・
一

号
七
ッ
塚
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
平
成

二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

日
野
市
新
町
五
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
九
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
日
野
都
市
計
画
緑
地
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

施
行
者
の
名
称

日
野
市

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

日
野
都
市
計
画
緑
地
事
業
第
十
三
号
落
川

緑
地

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
平
成

二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

日
野
市
落
川
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
九
十
七
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
町
田
市

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

測
量
施
行
者

町
田
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
座
標
変
換
、
水
準
点
測
量

及
び
標
高
補
正
）

三

測
量
の
区
域

町
田
市
小
山
ヶ
丘
及
び
小
山
町
各
地
内
（
基
準

点
座
標
変
換
）

町
田
市
地
内
（
水
準
点
測
量
及
び
標
高
補
正
）

四

測
量
の
期
間

平
成
二
十
六
年
十
一
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
七

年
三
月
二
十
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
九
十
八
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
調
布
市

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

測
量
施
行
者

調
布
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
航
空
写
真
撮
影
）

三

測
量
の
区
域

調
布
市
地
内

四

測
量
の
期
間

平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま

で

◉
東
京
都
告
示
第
千
六
百
九
十
九
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
練
馬
区

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

測
量
施
行
者

練
馬
区

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
写
真
地
図
作
成
（
デ
ジ
タ
ル
オ
ル

ソ
）
及
び
座
標
補
正
）

三

測
量
の
区
域

練
馬
区
地
内

四

測
量
の
期
間

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二

十
七
年
三
月
二
十
七
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
代
田

区
長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

測
量
施
行
者

千
代
田
区

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

千
代
田
区
富
士
見
二
丁
目
地
内

四

測
量
の
期
間

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
二
月

一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
十
四
年
東
京
都
告
示
第
三
百
四
十
三
号
東

京
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
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条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

施
行
者
の
名
称

大
田
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
区
画
街
路
都
市

高
速
鉄
道
京
浜
急
行
電
鉄
本
線
付
属
街
路

第
二
号
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
四
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
三

十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
二
十
三
年
東
京
都
告
示
第
八
百
九
十
三
号

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

施
行
者
の
名
称

大
田
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
区
画
街
路
都
市

高
速
鉄
道
京
浜
急
行
電
鉄
本
線
付
属
街
路

第
四
号
線
及
び
幹
線
街
路
補
助
線
街
路
第

四
十
二
号
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
平
成

二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

施
行
者
の
名
称

品
川
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
百
六
十
三
号
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
平
成

三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

品
川
区
広
町
二
丁
目
、
二
葉
一
丁
目
及

び
大
井
一
丁
目
各
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
四
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
春
日
・
後
楽
園
駅
前
地
区
市
街
地
再
開

発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

組
合
の
名
称

春
日
・
後
楽
園
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
七
月
三
十
一

日
ま
で

三

施
行
地
区

文
京
区
小
石
川
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

文
京
区
小
石
川
一
丁
目
四
番
十
二
号

平
成
二
十
四
年
三
月
十
五
日

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
平
成
三
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
延
長

す
る
。

六

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
五
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
月
島
一
丁
目
西
仲
通
り
地
区
市
街
地
再
開

発
組
合
の
設
立
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

組
合
の
名
称

月
島
一
丁
目
西
仲
通
り
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
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一
日
ま
で

三

施
行
地
区

中
央
区
月
島
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地

中
央
区
月
島
一
丁
目
二
十
二
番
十
号

五

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

六

事
業
年
度

四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

七

公
告
の
方
法

事
務
所
の
掲
示
板
に
掲
示
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
官

報
に
掲
載
し
て
こ
れ
を
行
う
。

八

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期

限
平
成
二
十
七
年
一
月
十
七
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
六
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
一

条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
昭
島
市
福
島
町
矢
崎
地
区
土
地
区
画
整

理
事
業
施
行
者
か
ら
施
行
者
を
変
動
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

昭
島
市
福
島
町
矢
崎
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業

二

事
務
所
の
所
在
地

昭
島
市
玉
川
町
五
丁
目
八
番
五－

一
〇
五
号

三

施
行
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
六
年
八
月
七
日

四

施
行
者
で
な
く
な
っ
た
者
の
氏
名

石
川

菊
枝

久
根
﨑

典
子

木
藤

啓
子

森
田

三
重
子

新
藤

俊
徳

新
藤

美
知
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位

置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

金

子

博

取
消
し
に
係
る

道
路
の
種
類

取
消
年
月
日

取
消
し
に
係
る

道
路
の
位
置

取
消
し
に
係
る

道
路
の
延
長
及

び
幅
員
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

平
成
二
十
六

年
十
一
月
二

十
八
日

清
瀬
市
元
町
二

丁
目
五
百
六
十

六
番
二
十
九
の

一
部

延
長

九
・
〇
〇

幅
員

四
・
五
〇

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
保
木
間

一
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

一
・
一－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
シ
ス－

一
・

二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
ト
リ
ク

ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
新
宿
区
霞
ヶ
丘

町
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い

な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
七
百
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
新
宿
区
霞
ヶ
丘

町
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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規

則
（
公
）

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
警
察
職
員
に

よ
る
立
入
調
査
等
に
関
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
２６年

１２月
１９日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

仁
田

陸
郎

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１９号

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く

警
察
職
員
に
よ
る
立
入
調
査
等
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
１
条

こ
の
規
則
は
、
東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例

（
平
成
１７年

東
京
都
条
例
第
６７号

。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）

第
１５条

第
２
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
調
査
を
行
う
警
察
職
員
、
同

条
第
３
項
に
規
定
す
る
警
察
職
員
の
携
帯
す
る
証
票
の
様
式
、
第

１６条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
第
１８条

の
２
の
規
定
に
よ

る
要
請
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
立
入
調
査
を
行
う
警
察
職
員
）

第
２
条

条
例
第
１５条

第
２
項
の
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め

る
警
察
職
員
は
、
警
視
庁
本
部
に
あ
っ
て
は
組
織
犯
罪
対
策
第
五

課
長
が
組
織
犯
罪
対
策
第
五
課
の
職
員
の
中
か
ら
、
警
察
署
に
あ

っ
て
は
警
察
署
長
が
組
織
犯
罪
対
策
を
担
当
す
る
職
員
の
中
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
証
票
の
様
式
）

第
３
条

条
例
第
１５条

第
３
項
の
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め

る
様
式
は
、
別
記
様
式
第
１
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
知
事
へ
の
通
知
）

第
４
条

条
例
第
１６条

第
４
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
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第
２
号
の
禁
止
行
為
者
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
知
事
へ
の
要
請
）

第
５
条

条
例
第
１８条

の
２
の
規
定
に
よ
る
要
請
は
、
別
記
様
式
第

３
号
の
措
置
要
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
２７年

１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３９５号

警
備
業
法
第
５１条

の
診
断
を
行
う
医
師
の
指
定
に
関
す
る
規
則

（
平
成
１７年

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１５号

）
第
１
条
の
規
定
に

基
づ
き
次
の
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
同
規
則
第
２
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
２６年

１２月
１９日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

仁
田

陸
郎

医
師
の
氏
名

勤
務
す
る
病
院
名

病
院
の
所
在
地

今
井

公
文

国
立
国
際
医
療
研
究

セ
ン
タ
ー
病
院

新
宿
区
戸
山
一
丁
目
２１

番
１
号

髙
橋
あ
け
み

高
橋
メ
ン
タ
ル
ク
リ

ニ
ッ
ク

渋
谷
区
笹
塚
二
丁
目
１９

番
２
号

Ｔ
Ｓ
Ｋ
笹
塚

ビ
ル
７
階

古
川

俊
一

東
京
警
察
病
院

中
野
区
中
野
四
丁
目
２２

番
１
号

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３９６号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
４１

条
の
２
の
診
断
を
行
う
医
師
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１７年

東

京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１６号

）
第
１
条
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
医

師
を
指
定
し
た
の
で
、
同
規
則
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
２６年

１２月
１９日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

仁
田

陸
郎

医
師
の
氏
名

勤
務
す
る
病
院
名

病
院
の
所
在
地

今
井

公
文

国
立
国
際
医
療
研
究

セ
ン
タ
ー
病
院

新
宿
区
戸
山
一
丁
目
２１

番
１
号

髙
橋
あ
け
み

高
橋
メ
ン
タ
ル
ク
リ

ニ
ッ
ク

渋
谷
区
笹
塚
二
丁
目
１９

番
２
号

Ｔ
Ｓ
Ｋ
笹
塚

ビ
ル
７
階

古
川

俊
一

東
京
警
察
病
院

中
野
区
中
野
四
丁
目
２２

番
１
号

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３９７号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
４
条
の
３
第
２
項
及
び
第
１２条

の

３
の
診
断
を
行
う
医
師
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
２１年

東
京
都

公
安
委
員
会
規
則
第
１４号

）
第
１
条
の
規
定
に
基
づ
き
診
断
を
行
う

医
師
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
規
則
第
２
条
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
２６年

１２月
１９日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

仁
田

陸
郎

１
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
３３年

法
律
第
６
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
４
条
の
３
第
２
項
の
診
断
を
行
う
医
師

医
師
の
氏
名

勤
務
す
る
病
院
名

病
院
の
所
在
地

今
井

公
文

国
立
国
際
医
療
研
究

セ
ン
タ
ー
病
院

新
宿
区
戸
山
一
丁
目
２１

番
１
号

羽
生

春
夫

東
京
医
科
大
学
病
院

新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目

７
番
１
号

櫻
井

博
文

同
上

同
上

石
塚

卓
也

医
療
法
人
社
団
碧
水

会
長
谷
川
病
院

三
鷹
市
大
沢
二
丁
目
２０

番
３６号

２
次
に
掲
げ
る
法
第
１２条

の
３
の
診
断
を
行
う
医
師

⑴
法
第
５
条
第
１
項
第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
（
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
３３

年
政
令
第
３３号

。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
８
条
第
３
号
に

定
め
る
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
者
及
び
介
護
保
険
法
（
平
成
９

年
法
律
第
１２３号

）
第
５
条
の
２
に
規
定
す
る
認
知
症
（
以
下

「
認
知
症
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
の
診
断
を
行

う
医
師

医
師
の
氏
名

勤
務
す
る
病
院
名

病
院
の
所
在
地

今
井

公
文

国
立
国
際
医
療
研
究

セ
ン
タ
ー
病
院

新
宿
区
戸
山
一
丁
目

２１番
１
号

髙
橋
あ
け
み

高
橋
メ
ン
タ
ル
ク
リ

ニ
ッ
ク

渋
谷
区
笹
塚
二
丁
目

１９番
２
号

Ｔ
Ｓ
Ｋ

笹
塚
ビ
ル
７
階

古
川

俊
一

東
京
警
察
病
院

中
野
区
中
野
四
丁
目

２２番
１
号

石
塚

卓
也

医
療
法
人
社
団
碧
水

会
長
谷
川
病
院

三
鷹
市
大
沢
二
丁
目

２０番
３６号

⑵
令
第
８
条
第
３
号
に
定
め
る
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
者
の
診

断
を
行
う
医
師

医
師
の
氏
名

勤
務
す
る
病
院
名

病
院
の
所
在
地

大
沼

悌
一

医
療
法
人
社
団

む
さ
し
の
国
分
寺
ク
リ

ニ
ッ
ク

国
分
寺
市
本
町
四
丁

目
１
番
９
号

国
分

寺
本
町
ク
リ
ス
タ
ル

ビ
ル
３
階

加
藤

昌
明

同
上

同
上

⑶
認
知
症
で
あ
る
者
の
診
断
を
行
う
医
師

医
師
の
氏
名

勤
務
す
る
病
院
名

病
院
の
所
在
地

今
井

公
文

国
立
国
際
医
療
研
究

セ
ン
タ
ー
病
院

新
宿
区
戸
山
一
丁
目

２１番
１
号

羽
生

春
夫

東
京
医
科
大
学
病
院

新
宿
区
西
新
宿
六
丁
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目
７
番
１
号

櫻
井

博
文

同
上

同
上

石
塚

卓
也

医
療
法
人
社
団
碧
水

会
長
谷
川
病
院

三
鷹
市
大
沢
二
丁
目

２０番
３６号

公

告

土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
に
つ
い
て

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
調
布
市
国
領
北
浦
土
地
区
画
整
理
組
合
理

事
長
土
方
清
か
ら
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

店
舗
名

（
仮
称
）
稲
城
若
葉
台
商
業
施
設

二

店
舗
所
在
地

稲
城
市
若
葉
台
一
丁
目
五
十
五
番

三

設
置
者
名

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
ー
ス
株
式
会
社

四

意
見

ア

聴
取
者

稲
城
市
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
五
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
平
成
二
十

七
年
一
月
十
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例

第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

（
仮
称
）
北
品
川
五
丁
目
第
１
地
区
第
一
種
市

街
地
再
開
発
事
業

Ｅ
棟

二

店
舗
所
在
地

品
川
区
北
品
川
五
丁
目
五
百
六
十
九
番

三

設
置
者
名

北
品
川
五
丁
目
第
１
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

四

意
見

ア

聴
取
者

品
川
区
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
八
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
平
成
二
十

七
年
一
月
十
九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例

第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

争
議
行
為
の
予
告
に
つ
い
て

東
京
地
方
医
療
労
働
組
合
連
合
会
執
行
委
員
長
岡
本
学
か
ら
争
議

行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
一
日
に
あ
っ
た

の
で
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七

十
八
号
）
第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
概
要
を
次

の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
九
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

事
件

医
療
・
福
祉
労
働
者
の
大
幅
増
員
等
の
要
求
に
関
す
る
件

二

日
時

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
二
日
以
降
問
題
解
決
に
至
る
ま
で

の
間

三

場
所
及
び
所
在
地

米
倉
脊
椎
・
関
節
病
院

足
立
区
扇
三
丁
目
十
三
番
十
四
号

四

種
類

救
急
外
来
お
よ
び
入
院
中
の
重
症
患
者
の
た
め
の
保
安
要
員
若

干
名
を
除
く
す
べ
て
の
組
合
員
、
ま
た
は
一
部
の
組
合
員
に
よ
る

ス
ト
ラ
イ
キ
ま
た
は
怠
業
そ
の
他
す
べ
て
の
争
議
行
為
。
（
以
上

原
文
の
ま
ま
掲
載
）
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